
 

 

感染症（新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、溶連菌等）による欠席の場合、必ず『感染症による欠席届』を提出して下さい。

提出がない場合は出席停止となりません。届出は担任から受取る、または HPからダウンロードできます。 

※小中学校では届出の提出が不要の場合もありますが、本校では必要な手続きとなります。 

※定期考査を欠席した場合、医療機関を受診したことを証明できるものが必要となります。 

 

【以下の場合は、出席停止扱いになりません】 

 

 

 

【医療機関において感染症と診断された場合の連絡方法】 

※発症日は発熱した日や受診日とは限りません。 

※送信したあと、翌日以降の連絡は不要です。ただし、欠席が延長する場合は再度入力をお願いします。 

 

欠席届の様式は本校のホーム

ページからもダウンロードでき

ます。 

 

登校再開後、早め（目安：１週間

以内）に提出してください。 

 

医療機関の領収書やお薬の説明

書の「コピー」が必要です。裏面に

忘れずに貼付してください。 

 

こども医療費助成制度を利用さ

れた場合には領収書が発行され

ない場合があります。ご注意くだ

さい。 

出席停止期間については感染症

ごとに法律による基準があります

ので、参考にしてください。 

 

ただし、医師の指示がある場合に

は期間が変更となる場合がありま

す。 

「令和７年度 欠席・遅刻連絡フォーム」の理由で診断名を選択します。理由の補足…には下記のように入力します。 

例）３９．２℃ 発症日４月１日、４月７日まで欠席です。 

・特に新型コロナウイルスに関して、医療機関を受診せず自宅で検査キットを用いて判断した場合 

・領収書や薬剤説明書等の添付がなく、医療機関受診の確認がとれない場合 


